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市・県民税の申告相談が
２月 16 日（木）から始まります。

お
願
い

❶　

農
業
所
得
の
申
告
を
す
る
人
は
、必

ず「
収
支
内
訳
書
」あ
る
い
は「
月
別
集
計

表
」を
作
成
し
て
、当
日
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。

❷　

医
療
費
控
除
の
あ

る
人
は
、領
収
書
な
ど
を
、

個
人
別
、医
療
機
関
別
、

日
付
順
に
分
け
て
集
計

し
、当
日
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。

※
農
業
所
得
を
申
告
す

る
人
で
、「
収
支
内
訳
書
」

あ
る
い
は「
月
別
集
計

表
」を
作
成
し
て
い
な
い

人
、ま
た
、医
療
費
控
除

を
受
け
る
人
で
集
計
を
し

て
い
な
い
人
は
、申
告
相
談

の
時
間
短
縮
の
た
め
、会

場
で
ご
本
人
に
集
計
し
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
の
で
、時
間
が
か
か
り

ま
す
。あ
ら
か
じ
め
、ご
了

承
く
だ
さ
い
。

ｅ

−

Ｔ
a
x
が
利
用
で
き
ま
す

　

申
告
期
間
中
、市
役
所
３
階
の
申
告
会

場
に
、ｅ

−

Ｔ
a
x
（
国
税
電
子
申
告
･
納

税
シ
ス
テ
ム
）に
対
応
で
き
る
パ
ソ
コ
ン
２
台

を
設
置
し
ま
す
。ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
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市・県
民
税
の
申
告
相
談
は
、２
月
16
日（
木
）か
ら
３
月
15
日（
木
）ま
で
で
す
。

申
告
が
必
要
と
な
る
人
は
、期
間
内
に
忘
れ
ず
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
相
談
の
日
程
は
、広
報
１
月
号
に
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、ご
確
認
の
う
え
、

必
ず
受
付
時
間
内
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

農
業
者
の
皆
さ
ん
へ

　

平
成
22
年
度
庄
原
市
米
価
下
落
特
別

対
策
支
援
交
付
金（
米
検
査
を
受
け
、Ｊ
Ａ

庄
原
以
外
へ
の
出
荷
分
１
袋
当
た
り
２
０
０

円
）と
、国
の
戸
別
所
得
補
償
に
関
す
る
交

付
金
は
、農
業
所
得
の
雑
収
入
で
す
。

　

交
付
決
定
通
知
書
の
通
知
日
の
属
す
る
年

の
収
入
に
な
り
ま
す
の
で
、日
付
を
ご
確
認
の

う
え
、お
忘
れ
の
な
い
よ
う
申
告
を
お
願
い
し

ま
す
。

　

介
護
保
険
制
度
で
は
、65
歳
以
上
の
方
の

保
険
料
を
３
年
ご
と
に
見
直
す
こ
と
に
な
っ

て
お
り
、現
在
、第
５
期（
平
成
24
～
26
年

度
）の
保
険
料
を
検
討
し
て
い
ま
す
。

　

検
討
は
、市
民
や
有
識
者
で
組
織
す
る

「
高
齢
者
福
祉
計
画・
介
護
保
険
事
業
計

画
策
定
委
員
会
」と
市
役
所
内
に「
高
齢
者

福
祉
施
策
推
進
本
部
」を
設
置
し
行
っ
て
い

ま
す
。

　

第
５
期
で
は
、給
付
費
の
増
加
を
考
慮

し
、施
設
系
サ
ー
ビ
ス
を
極
力
抑
え
、在
宅

で
の
介
護
を
推
進
す
る
た
め
、小
規
模
多
機

能
居
宅
介
護
な
ど
の
居
宅
系
サ
ー
ビ
ス
の
充

実
を
図
る
予
定
で
す
。

　

さ
ら
に
本
市
で
は
、要
介
護
認
定
者
数
の

増
加
を
抑
え
る
た
め
、介
護
予
防
事
業
に

も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、自
然
増
に
よ
る
給
付
費

の
増
加
は
避
け
ら
れ
そ
う
に
な
く
、加
え
て

法
改
正
に
よ
り
65
歳
以
上
の
方
の
負
担
率

が
20
％
か
ら
21
％
へ
増
え
た
こ
と
、第
４
期

に
あ
っ
た
基
金
が
第
５
期
で
は
ほ
と
ん
ど
見

込
め
な
い
こ
と
、な
ど
が
要
因
と
な
り
、65
歳

以
上
の
方
の
保
険
料
は
月
額
５
、７
０
０
円

前
後（
約
30
％
ア
ッ
プ
）に
な
る
と
見
込
ん
で

い
ま
す
。

介
護
費
用
の
負
担
割
合

　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
と
き
、

費
用
の
１
割
を
利
用
者
が
支
払
い
、残
り
９

割
を
給
付
費
と
し
て
公
費
と
保
険
料
で
半

分
ず
つ
負
担
し
ま
す
。（
図
１
参
照
）　

　

保
険
料
は
平
成
24
～
26
年
度
の
三
年
間

の
給
付
費
の
総
額
を
積
算
し
、そ
れ
に
負
担

割
合（
21
％
）を
乗
じ
た
も
の
を
、65
歳
以
上

の
人
数
で
割
っ
て
、一
人
当
た
り
の
保
険
料

を
算
定
し
ま
す
。

算
定
１　

人
口
の
推
計

　

第
５
期
に
お
け
る
総
人
口
と
高
齢
者
人

口
を
推
計
し
ま
す
。

　

総
人
口
は
４
０
、２
２
６
人
か
ら
平
成
26

年
に
は
２
、０
０
０
人
程
度
減
少
す
る
と
見

込
ん
で
い
ま
す
が
、高
齢
者
人
口
は
２
０
０

人
余
り
増
加
し
１
５
、２
４
９
人
と
見
込
ん

で
い
ま
す
。

算
定
２　

要
介
護
認
定
者
数
の
推
計

　

次
に
、先
の
高
齢
者
人
口
と
、今
ま
で
の

介
護
認
定
者
数
の
推
移
を
も
と
に
、要
介

護
認
定
者
数
の
推
計
を
行
い
ま
す
。

　

要
介
護
認
定
者
数
は
年
々
増
加
し
て
お

り
、今
後
も
増
加
す
る
と
見
込
ん
で
い
ま

す
。し
か
も
、要
介
護
２
～
５
と
いっ
た
重
度

の
方
の
増
加
割
合
が
多
い
と
見
込
ん
で
い
ま

す
。（
図
２
参
照
）

算
定
３　

介
護
給
付
費
の
推
計

　

要
介
護
認
定
者
の
方
が
年
間
ど
の
よ
う

な
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
ど
れ
だ
け
利
用
す
る

か
を
給
付
デ
ー
タ
な
ど
か
ら
分
析
し
、第
５

期
の
３
年
間
に
お
け
る
給
付
費
の
総
額
を

積
算
し
ま
す
。

　

全
国
的
に
も
給
付
費
は
増
加
し
て
い
ま

す
が
、本
市
の
給
付
費
も
毎
年
、２
～
３
億

円
程
度
増
加
し
て
お
り
、平
成
18
年
度

39
億
円
で
あ
っ
た
も
の
が
、平
成
22
年
度
に

は
50
億
円
と
11
億
円
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

第
５
期
の
給
付
費
も
、要
介
護
認
定
者

数
の
増
加
、要
介
護
度
の
重
度
化
、介
護
報

酬
の
増
額
、施
設
や
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
整

備
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
増
加
等
の
要

因
で
、平
成
26
年
度
に
は
61
億
円
ま
で
増
加

す
る
と
推
計
し
て
い
ま
す
。（
図
３
参
照
）

介
護
保
険
料
を
見
直
し
ま
す

高
齢
者
福
祉
課
介
護
保
険
係　

☎
０
８
２
４

−

７
３

−

１
１
６
７

給
付
費
は
、次
の
よ
う
に
算
定
し
ま
す

図 1　給付費の負担割合
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図 2　認定者数の推移
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図 3　介護給付費の推移
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確定申告書の作成はインターネットで！
e-Taｘならこんなにいいこと

検索

①　最高 4,000 円の税額控除（1度のみ）
②　国税庁ホームページから電子申告
③　添付書類の提出を省略
④　還付がスピーディー
⑤　申告期間中は 24時間いつでも利用可能

申告と納税は期限内に！

納税には安心・便利な口座振替をご利用ください【振替日】

ｅ－Ｔａｘを利用するには事前に準備が必要です

所得税・贈与税３月15日（木） 消費税・地方消費税
（個人事業者） ４月２日（月）

【所得税】４月20日（金）【消費税】４月25日（水）
■確定申告会場の開設日程
ところ　庄原税務署 2階会議室
と　き　2月 16 日（木）～ 3月 15 日（木）9時～ 16 時
　昨年、税務署でｅ-Tax を利用して確定申告を提出した方は、本年の確定申
告の際には必要書類と「お知らせ」はがきを持参してください。
問い合わせ　庄原税務署　℡0824-72-1001

１　電子証明書の取得
市区町村窓口で発行する「公的個人認証サービス」に基づく電子証明書の
取得が必要です（有効期間は３年間）。

２　ＩＣカードリーダライタの購入
電器店などでお求めください。

e-Taｘで

庄原税務署からのお知らせ


